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年齢、性別、障がいの有無、文化的背景等に関わりなく、誰もが豊かな人生を享受する

ことができる共生社会の実現にむけた社会教育の役割について考える。 
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第４分科会 共生社会の実現 
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１ はじめに  

（１）川崎市の概要 

神奈川県の北東部に位置し、横浜市と東京都に挟まれた細長い地形である。面積は

政令指定都市で最も小さいが、人口は約155万人で、増加傾向となっている。 

また、外国人住民人口は、2025 年３月末日現在で 57,355 人となっており、全市民

に占める外国人住民の割合は約3.7％となっている。 

（２）社会教育委員会議の状況 

社会教育委員の定数は 20 名となっており、市立学校長、社会教育関係団体からの

推薦者、一般公募した市民委員、学識経験者、家庭教育の向上に資する活動を行う者

から構成されている。その他、臨時委員により構成された、各社会教育施設専門部会

を設置している。専門部会は、公民館に相当する各区に設置された市民館専門部会、

図書館専門部会などが設置されている。 

（３）社会教育委員の活動状況 

２年間の任期の中で諮問に対する答申や研究調査に基づいた報告、提言を行ってい

る。令和４年度には、「学び続けることで、未来を切り拓こう」として、社会教育委

員から市民へのメッセージをまとめ、パンフレットとして配布をした。 

平成 28・29 年度の社会教育委員会議では、研究テーマとして、「市民が生きやす

い社会を創るために」－多文化共生とこどもの人権－を取り上げた。 

その中で、「ヘイトスピーチを解消するには、これまでの学習活動の蓄積とその継

承という、法的な規制の先にある人々の精神レベルにおける差別のない社会づくりが

望まれるところであり、それを担うことができるのが社会教育である。」として、社

会教育への期待が述べられるとともに、「教育機関を通しての人権教育の実施および、

外国人との共生についての理解を深めるべく学習内容や方法を多くの市民が参画して

練り上げていく。」、「市民館等での人権、共生の学習を今後も進める。」といった

課題と提言が行われている。 

２ 共生社会に向けた市民館等での取組の具体的な内容 

（１）外国人施策の経緯 

1970 年代から外国籍の住民が国籍や文化、言語の違いなどによって社会的な不利

益を受けないよう、諸制度の改善を図るとともに、併せて教育・啓発等の取組を進め

てきた。外国人市民への日本語教育に関しては、1980 年代以来、市民ボランティア

の参画を得ながら、教育文化会館・市民館等において識字・日本語学級を開設・運営

してきたほか、川崎市国際交流協会の日本語講座や自主グループによる活動など多様

な主体による取組が行われている。 

（２）人権学習の取組 

各区にある市民館等において、平和・人権学習は日本国憲法、教育基本法の理念に

神奈川県川崎市

発表内容 多文化共生社会の実現に向けて ～市民館等での取組～
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基づき、世界の平和及び人権の尊重に関する学習機会を提供し、共に生きる地域社会

の創造をめざすことを目的として、昭和 60（1985）年度から開始している。令和３

（2021）年度からは、多様化する課題についての学習機会を提供していくために、

「平和・人権学習」と「男女平等推進学習」を統合し、織り交ざり多様化する課題等

を横断的に学べるように整備した。 

（３）識字学習活動 

各区にある市民館等で「識字・日本語学級」を開設している。日常生活に必要な基

礎的日本語を身につける学習を支援すること、また、学習者と支援者（ボランティ

ア）が共に学び合う関係づくりに配慮し、多文化共生社会の実現を目指すことを目標

としている。会場ごとに毎週決まった曜日の昼または夜に２時間程度実施されており、

令和６年度は延べ１万人以上が参加した。日本語の学習以外に盆踊りや書初めなど日

本の文化を体験する催しや、防災訓練・ゴミの分別ルールを学ぶ回も設けられている。 

また、識字・日本語ボランティア活動にあたる人々のガイドライン「川崎市識字・

日本語学習活動の指針」が市民参加により策定され、活動のよりどころになっている。

ボランティアと学習者は、日本人が｢先生｣、外国人が｢生徒｣として、「教える｣｢教え

られる｣関係でとらえられがちだが、ボランティアは外国人とともに学ぶ学習者（共

同学習者）であるという姿勢を大切にしている。 

３ 今後に向けて 

社会教育委員活動は地域に密接に関わりあうことを大切にしながら、地域の課題を

自らの課題として捉え、教育委員会への積極的な意見具申や建議などが行われてきた。

引き続き、社会教育委員には、それぞれの委員の活動で得た知見に基づき、社会教育

が「多文化共生社会」の実現にあたり、果たす役割や取組について、絶えず意見具申

が行われることを期待している。 

また、識字学習活動においては、市民・ボランティアの皆様には、「教える」とい

うことよりも、コミュニケーションを通じて、地域の中で市民同士のつながりをつく

ることを期待し、お願いをしていきたい。 

＜質疑応答＞ 

【質問】川崎市は、７つの行政区があり海側から山側まで大変広い地域であり、地域ごと

で市民感覚も全く違っていると思う。このような状況の中で、どの地区も同じよ

うな教育を画一的に行っているのか。 

【回答】特に全市的に統一はしていない。教育に関す 

る事業を運営する団体のボランティアや市民 

館、ふれあい館の職員が関わりながら、状況 

や特性に合わせて考え、実施している。 

【質問】川崎市で紹介していただいたリーフレットは、 

ホームページでも見ることはできるのか。 

【回答】ホームページに掲載しているので、ぜひご覧 

になっていただきたい。 
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１ はじめに 

（１）テーマ設定の背景 

令和５年度の社会教育委員の会議において、委員より「障がい者向けの事業はあり

ますか。無いのであれば、そういった視点も必要ではないでしょうか」と発言があっ

た。それまで、社会教育施設では地域のニーズに応じた生涯学習にかかわるイベント

や講座を開催していたが、「障がい者」の方々を対象とした講座を開催したり、障が

い者の方々のニーズを聞き取って講座を企画したりすることがなかった。この発言を

きっかけに、社会教育課が主催する社会教育関係機関職員研修において「障がい児理

解に関する勉強会」を開催し、また社会教育主事と各公民館等の社会教育関係職員で

構成される「茅ヶ崎市社会教育主事会」（以下、「主事会」とする。）においては共

生社会推進に向けた取組についての議論がなされた。これらを踏まえ、令和６年度の

主事会において、調査・研究テーマを「障がい児・障がい者が自分らしく生きること

ができるために社会教育施設は何ができるか」と設定し、研究を進めることとなった。 

（２）調査・研究に向けて 

社会教育関係職員研修「障がい児理解に関する勉強会」は、日々障がい児の支援・

指導にあたっている市内の特別支援学校である茅ケ崎支援学校の教員を講師として招

いた。茅ケ崎支援学校には地域とのつながりを推進していくことを職務とした共生社

会推進担当がおり（Ｒ５、６年度）、この教員に研修講師を依頼するとともに、研修

後には社会教育委員を委嘱した。 

その後、主事会に当該社会教育委員が参加し、学校が有する障がいに関わる分野の

知見を共有しながら、調査・研究テーマについての熟議を重ねた。 

２ 実践内容 

（１）社会教育施設利用に関するアンケート 

茅ケ崎支援学校の教職員と保護者それぞれを対象に、今までの公民館の利用や活動

への参加、公民館に対するイメージや期待すること等、社会教育施設利用に関わる情

報収集や課題の抽出を目的としたアンケートを実施した。主事会においてアンケート

結果を検証し、教職員・保護者・社会教育施設職員の三者において、「よりお互いを

知り、何ができるかを一緒に考える意見交換会」を企画することとした。 

（２）みんなのしゃべり場with茅ケ崎支援学校 

茅ケ崎支援学校の保護者、教員、公民館・青少年会館職員が参加するフリートーク

会を茅ケ崎支援学校で開催した。社会教育課からの社会教育施設説明の後、カフェス

タイルのリラックスした雰囲気の中、各公民館からのPRプレゼンテーション、情報

共有や意見交換が行われた。保護者から公民館へは、講座内容や配慮事項について当

事者目線からの具体的な意見が挙げられていた。この会で集まった意見や感想、事後

アンケートを参考に新講座を検討することとなった。 

神奈川県茅ヶ崎市

発表内容 共生社会推進に向けて社会教育施設ができること
～誰もが活用しやすい公民館を目指して～
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（３）子どももおとなもみんなで音あそび 

小学生の障がい者とその家族を対象とした、音楽的な内容の講座を企画し、茅ケ崎

支援学校に近い鶴嶺公民館で開催した。茅ケ崎支援学校と近隣の特別支援学級の児童

にイベントを周知し、当日は６家庭が参加した。講座では、好きな楽器を自由に演奏

したり、演奏しながら体を動かしたり、子どももおとなもそれぞれの方法で音楽を楽

しむ様子が見られた。活動後のアンケートには、「支援級の子どもが参加できるイベ

ントがないのでありがたかった」「楽しめた」「またイベントに参加したい」「公民

館にまた行ってみたい」との記述が多くあった。 

３ 成果と課題 

社会教育委員のメンバーに特別支援学校の教員を入れることで、今まで見落として

しまっていた特別支援学校や特別支援学級の児童生徒にも焦点を当てることができた。

また、地域の障がい者とその家庭のニーズをもとに、相互理解を図りながら講座を企

画したことは、地域における共生社会の広がりにつながったと評価できる。引き続き

障がいがある子どもたちも巻き込んでいけるとよい。

一方、今回実施した講座は、障がい児対象であり、「共生社会」の視点で捉えると

改善の余地が残る。障がいのある人もない人も誰もが安心して参加できるという点も

「共生社会」には必要となるであろう。 

４ 今後の展望 

「すべての子どもたちに目を向け巻き込んでいく」という視点から、特別支援学校

と連携し新しい取組を実現させることができた。今後も連携を図りながら共生社会の

輪を広げていきたい。また、より効果的に共生社会を広げていくには、「横のつなが

り」も大切であると考える。同じ講座を他の公民館で実施したり、同じ環境整備を他

施設でも行ったりするなど、市内の社会教育施設が連携を図ることも重要となるであ

ろう（「子どもとおとなもみんなで音あそび」は、他の公民館でも開催を予定してい

る）。 

最後に、今後、茅ヶ崎市における特別支援学校と連携した取組を他自治体へ発信し

たり、他自治体における好事例を参考にしたりしながら、誰もが自分らしく生きるこ

とを目指して、茅ヶ崎の共生社会推進の役割を担っていきたいと考える。 

＜質疑応答＞ 

【質問】学生団体などが障がい者を含む活動の 

仕方などを学ぶ研修会はあるのか。 

【回答】公民館で地域の団体の方を講師として、 

障がいの特性や配慮の例等を学ぶ講座 

を最近開催した。今後についても、地 

域の連携を図ることができたらと思っ 

ている。
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＜川崎市への質問＞ 

【質問】多文化共生の取組において、局内で

の連携はどのように行っているのか。 

【回答】多文化共生の全市的な政策について

は、市民文化局の多文化共生推進課が行っ

ているため、様々な事業を実施する中では、

情報共有などを行いながら、連携を図って

いるところである。 

＜茅ヶ崎市への質問＞ 

【質問】茅ヶ崎市では、今後、共生社会の推

進に向けて、どのような方向性で進めてい

くのかを教えてほしい。 

【回答】様々なところに共生社会への垣根が

あると思っているので、まずは垣根を少し

ずつ外していくことをめざしていきたい。

また、どのようなところにも、地域資源は

あると思うので、社会教育として地域資源

を生かした講座を企画し、障がいのある方、

ない方が互いに知り合えるような場づくり、

きっかけづくりをしていきたい。 

＜グループ協議結果の全体共有＞ 

【グループ発表】外国籍住民や障がい者の数

など地域によって違いがあり、地域ごとに

関わり方が違う。行政だけではなく民間企

業やNPOが中心となって共生社会に向けた

活動しているところもあるが、小学校入学

後の支援や施策が多い。就学前（４～６

歳）の支援が重要ではないか。就学前に何

ができるかを考えていきたい。 

【グループ発表】共通のキーワードは「相互

理解」だと考える。以前から外国人との共 

生が問題としてあげられることがあったが、

日本の文化を知ってもらうだけではなく、

外国の文化を知るような、文化的な交流の

ような取組も大切だと思う。 

【グループ発表】仙台市の取組として「市民

参画型」というものがある。子ども事業、

大人事業それぞれに企画段階から市民の方

に入ってもらって事業を実施している。ま

た、障がいのある人もない人も共に学ぶこ

とを目的とした「ミンナシテマザール」と

いう事業を企画し、踊りや音楽を共に楽し

んでいる（年間５回から６回開催）。 

【グループ発表】障がいのある子の親子と話

をする機会があり「子どもが家と会社だけ

しか居場所がなかった」ということを言う

ので、ハンドベルの活動を誘い、そこで仲

間ができた。その取組に学生も関わり、ど

のような関わり方が必要なのかを考えて、

学生も成長した。どちらにとってもとても

よい活動となっている。 

グループ協議及び質疑応答
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○新しい行政のあり方の仕組みづくり

・川崎市と茅ヶ崎市の取組は、アプローチも

内容も異なるが、各発表を通じて日本独特

の行政的な縦割りの難しさ、その運営をし

ていくときの難しさを感じながらも精力的

に取り組んできたことが伝わってきた。 

・行政における横のつながりをつくることは、

本来は共生社会の実現のための「手段」に

なるべきである。その一方で、共生社会の

実現のための取組そのものは、従来の行政

の持つ難しさを克服するきっかけになるの

ではないか、と発表を聞きながら感じた。 

・従来の考え方にとらわれることなく、連携

やネットワークを構築することの重要性を

浸透させていくことこそ、今後の新たな行

政の仕組みづくりにつながっていくのでは

ないだろうか。 

○社会教育での学び

・共生社会に対してのアプローチの仕方は多

種多様である。 

・社会教育主管課以外の部署でも、共生社会

の実現のために様々な取組がなされている

と思うが、社会教育においては、少なくと

も「学習」という要素があるかないかが重

要である。 

・ここでいう学習には２種類がある。第１は、

マイノリティと言われている、学習の機会

や活動に十分参加できないなど、不利益な

立場に置かれている人たちに十分な活動の

機会を用意するという考え方である。第２

は、そのような人たちだけではなく、皆で

マイノリティの立場に立ってよく考え、意

識を変えていくという意味の学習である。 

・今回の発表の中にも、ウエイトの違いはあ

るにしても様々な取組が入っている。そこ

で、学習の内容を見るときに「これはどち

らのタイプの学習だろうか」と考えていく

と、整理しやすくなると思う。 

○優位性を知る機会

・いわゆるマジョリティ、「大多数」と言わ

れている人たちには、「自分たちは非常に

恵まれているのだ」という優位性を知るこ

とができる機会があるとよい。 

・もし私たち（この「私たち」という言い方

が良くないのかもしれない）が、不自由な

く、学習の機会や活動を享受できていると

すれば、実は社会や環境が自分たちにとっ

て優位に働いているからかもしれない。そ

のようなことを知る機会をつくる取組があ

るとさらによいと考える。 

東京家政大学 教授 白木 賢信 氏

助言・まとめ
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